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【病院事業合計】

＜収益的収入および支出＞ （単位　千円）

資金不足額の解消に充当するため、企業債（経営改善推進事業）1,270,600千円を借り入れる。

＜資本的収入および支出＞ （単位　千円）

収 支 差 引 Ｃ　－　Ｄ △ 2,867,600 100,926 △ 2,766,674

小　計　Ｄ 4,523,400 △ 407,633 4,115,767

企業債償還金 2,830,107 △ 98,544 2,731,563
有形固定資産購入費 △  65,158 

     656,840 →    591,682

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 1,693,293 △ 309,089 1,384,204
建物費             △ 227,311   

   1,008,028 →    780,717

小　計　Ｃ 1,655,800 △ 306,707 1,349,093

諸 収 入 -          1,000 1,000

負 担 金 38,700 2,875 41,575
一般会計繰入金     ＋     850

      38,700 →     39,550

補 助 金 -          2,918 2,918

資 本 的 収 入 企 業 債 1,617,100 △ 313,500 1,303,600
企業債             △ 313,500

   1,617,100 →  1,303,600

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額 説　　　　明

収 支 差 引 Ａ　－　Ｂ △ 984,500 △ 1,544,499 △ 2,528,999

小　計　Ｂ 29,894,962 179,566 30,074,528

附帯事業費用 230,693 3,098 233,791
経費               △ 148,106

　 5,488,302 →  5,340,196

医 業 外 費 用 806,951 29,554 836,505
材料費             ＋ 146,601

   7,316,600 →  7,463,201

病院事業費用 医 業 費 用 28,857,318 146,914 29,004,232
給与費             ＋ 161,553

　13,934,161 → 14,095,714

小　計　Ａ 28,910,462 △ 1,364,933 27,545,529

附帯事業収益 224,700 9,091 233,791

病 院 事 業 会 計

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額 説　　　　明

   4,925,863 →  5,093,783   

医 業 外 収 益 4,614,205 239,212 4,853,417

病院事業収益 医 業 収 益 24,071,557 △ 1,613,236 22,458,321

入院収益         △ 1,446,430

　16,075,891 → 14,629,461

外来収益　　　　　 △ 161,556

   6,793,121 →  6,631,565

一般会計繰入金     ＋ 167,920     
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【総合病院】

＜収益的収入および支出＞ （単位　千円）

＜資本的収入および支出＞ （単位　千円）

収 支 差 引 Ｃ　－　Ｄ △ 2,763,400 98,570 △ 2,664,830

小　計　Ｄ 4,088,800 △ 381,177 3,707,623

企業債償還金 2,732,767 △ 94,755 2,638,012
有形固定資産購入費  △ 45,829

   　600,580 →  　554,751  

負 担 金 32,000 1,675 33,675
一般会計繰入金         △ 350

      32,000 →     31,650

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 1,356,033 △ 286,422 1,069,611
建物費             △ 223,973   

   　727,028 →    503,055

小　計　Ｃ 1,325,400 △ 282,607 1,042,793

補 助 金 -          2,918 2,918

諸 収 入 -          1,000 1,000

資 本 的 収 入 企 業 債 1,293,400 △ 288,200 1,005,200
企業債    　　　   △ 288,200

   1,293,400 →  1,005,200

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額 説　　　　明

収 支 差 引 Ａ　－　Ｂ △ 872,537 △ 1,298,278 △ 2,170,815

小　計　Ｂ 27,431,000 181,464 27,612,464

附帯事業費用 230,693 3,098 233,791
経費               △ 147,502

　 5,024,068 →  4,876,566

医 業 外 費 用 781,024 33,054 814,078
材料費             ＋ 181,296

   7,201,749 →  7,383,045   

病院事業費用 医 業 費 用 26,419,283 145,312 26,564,595
給与費             ＋ 120,156

　12,183,956 → 12,304,112

小　計　Ａ 26,558,463 △ 1,116,814 25,441,649

附帯事業収益 224,700 9,091 233,791

   4,049,967 →  4,210,883

医 業 外 収 益 3,799,108 243,995 4,043,103

病院事業収益 医 業 収 益 22,534,655 △ 1,369,900 21,164,755

入院収益         △ 1,278,997

　15,017,532 → 13,738,535

外来収益　　　　　  △ 74,507

   6,544,250 →  6,469,743

一般会計繰入金     ＋ 160,916 

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額 説　　　　明

病 院 事 業 会 計
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【精神医療センター】

＜収益的収入および支出＞ （単位　千円）

＜資本的収入および支出＞ （単位　千円）

収 支 差 引 Ｃ　－　Ｄ △ 104,200 2,356 △ 101,844

小　計　Ｄ 434,600 △ 26,456 408,144

企業債償還金 97,340 △ 3,789 93,551
有形固定資産購入費  △ 19,329

   　 56,260 →  　 36,931  

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 337,260 △ 22,667 314,593
建物費               △ 3,338   

   　281,000 →    277,662

小　計　Ｃ 330,400 △ 24,100 306,300

負 担 金 6,700 1,200 7,900
一般会計繰入金       ＋ 1,200

       6,700 →      7,900

資 本 的 収 入 企 業 債 323,700 △ 25,300 298,400
企業債    　　　    △ 25,300

     323,700 →    298,400

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額 説　　　　明

収 支 差 引 Ａ　－　Ｂ △ 111,963 △ 246,221 △ 358,184

小　計　Ｂ 2,353,362 2,016 2,355,378

医 業 外 費 用 25,927 △ 3,500 22,427
経費                 ＋ 2,478

　   436,449 →    438,927

病院事業費用 医 業 費 用 2,327,435 5,516 2,332,951

給与費              ＋ 52,822

　 1,545,851 →  1,598,673

材料費              △ 34,695

   　114,851 →     80,156

医 業 外 収 益 812,285 △ 4,451 807,834

小　計　Ａ 2,241,399 △ 244,205 1,997,194

病院事業収益 医 業 収 益 1,429,114 △ 239,754 1,189,360

入院収益           △ 167,433

　 1,058,359 →  　890,926

外来収益　　　　    △ 87,049

     248,871 →    161,822

一般会計繰入金      ＋ 10,586

     768,108 →　　778,694

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額 説　　　　明

病 院 事 業 会 計
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一般会計からの繰入金について  

（単位：千円）

R7
補正後

1,118,317 46,327 1,164,644

うち
収益的収入

1,086,667 38,427 1,125,094

うち
資本的収入

31,650 7,900 39,550

R7
現計

1,170,760 46,646 1,217,406

うち
収益的収入

1,138,760 39,946 1,178,706

うち
資本的収入

32,000 6,700 38,700

R7
補正後

519,260 519,260

R7
現計

525,115 525,115

R7
補正後

117,558 117,558

R7
現計

152,075 152,075

R7
補正後

674,294 674,294

R7
現計

625,037 625,037

R7
補正後

386,780 38,290 425,070

R7
現計

409,094 40,613 449,707

R7
補正後

906,514 21,420 927,934

R7
現計

748,152 21,588 769,740

R7
補正後

38,330 38,330

R7
現計

46,555 46,555

8

R7
補正後

121,613 33,765 155,378

R7
現計

118,710 26,778 145,488

R7
補正後

90,781 90,781

R7
現計

88,907 88,907

R7
補正後

179,342 179,342

R7
現計

170,816 170,816

R7
補正後

78,747 78,747

R7
現計

72,167 72,167

R7
補正後

99,791 99,791

R7
現計

78,858 78,858

R7
補正後

6,094 104,206 110,300

R7
現計

6,337 107,788 114,125

予　　算　　額

総合
項  目  名 説　　　　　　明

予算
年度

収入の
区分 精神 経管 合  計

4 小児医療に
要する経費

小児医療の特殊性により不採算となっている
部分に相当する額を繰り入れる。

収益的収入

1 建設改良に
要する経費

高度専門特殊医療を提供する拠点施設として
必要な施設設備等の建設改良について、以下
のとおり繰り入れる。

・建設改良費の２分の１相当額
・企業債償還金の２分の１相当額（高度医
　療機器・施設整備経費に係るものは除
　く。）
・企業債償還利息の２分の１相当額（高度
　医療機器・施設整備経費に係るものは３
　分の３相当額）

2 精神医療に
要する経費

精神医療の特殊性により不採算となっている
部分に相当する額を繰り入れる。

収益的収入

3 リハビリ
テーション
医療に要す
る経費

リハビリテーション医療を実施していること
について、不採算部分相当額を繰り入れる。

収益的収入

保健衛生行
政事務に要
する経費

県の保健衛生行政に協力している業務につい
て、所要額を繰り入れる。

収益的収入

5 救急医療の
確保に要す
る経費

救急告示病院の指定を受け、心臓疾患、脳神
経疾患に係る救急医療を実施していること
（総合病院）、および精神科救急医療システ
ムに参画し、急性期患者を受け入れているこ
と（精神医療センター）について、不採算部
分相当額を繰り入れる。

収益的収入

6 高度医療に
要する経費

高度医療で採算をとることが困難なものの実
施に要する経費について、所要額を繰り入れ
る。 収益的収入

7 院内保育所
の運営に要
する経費

病院職員を確保し安定した病院運営を図るた
め設置する院内保育所を運営していることに
ついて、所要額を繰り入れる。 収益的収入

保健衛生行政事務に要する経費

小児保健指
導室運営経
費

県の母子保健の充実・強化のため保健行政を
実施していることについて、所要額を繰り入
れる。 収益的収入

療育セン
ター運営経
費

児童福祉法に基づく知的障害児通園施設およ
び肢体不自由児通園施設を運営していること
について、所要額を繰り入れる。 収益的収入

デイケア運
営経費

デイケアおよび社会復帰、社会参加に係る相
談と支援を行っていることについて、所要額
を繰り入れる。 収益的収入

臨床研究セ
ンター運営
経費

県民の健康確保のための医療に貢献する臨床
研究を行っていることについて、所要額を繰
り入れる。 収益的収入

病院事業庁
運営経費

政策医療に係る一般会計部門との連絡調整な
どを実施していることについて、所要額を繰
り入れる。 収益的収入

総合 … 総合病院

精神 … 精神医療センター

経管 … 経営管理課
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予　　算　　額

総合
項  目  名 説　　　　　　明

予算
年度

収入の
区分 精神 経管 合  計

9

R7
補正後

39,197 2,428 41,625

R7
現計

33,204 1,860 35,064

R7
補正後

49,537 49,537

R7
現計

50,800 50,800

R7
補正後

71,616 7,377 78,993

R7
現計

70,991 4,482 75,473

R7
補正後

258,694 31,441 290,135

R7
現計

249,971 30,126 280,097

R7
補正後

84,075 7,539 91,614

R7
現計

61,700 5,433 67,133

R7
補正後

4,242,533 786,594 104,206 5,133,333

うち
収益的収入

4,210,883 778,694 104,206 5,093,783

うち
資本的収入

31,650 7,900 - 39,550

R7
現計

4,081,967 774,808 107,788 4,964,563

うち
収益的収入

4,049,967 768,108 107,788 4,925,863

うち
資本的収入

32,000 6,700 -        38,700

補正額 160,566 11,786 △ 3,582 168,770

うち
収益的収入

160,916 10,586 △ 3,582 167,920

うち
資本的収入

△ 350 1,200 -        850

経営基盤強化対策に要する経費

研究研修に
要する経費

医師および看護師の研究研修に要する経費の
２分の１相当額を繰り入れる。

収益的収入

医師確保対
策に要する
経費

公立病院に勤務する医師の勤務環境の改善に
要する経費を繰り入れる。

収益的収入

共済追加費
用経費

恩給制度の給付財源に係る共済追加費用の負
担に要する経費について、所要額を繰り入れ
る。 収益的収入

繰　入　金　合　計

共済基礎年金
拠出金公的負
担に要する経
費

病院事業の経営健全化に資するため、共済年
金拠出金に係る公的負担に要する経費につい
て、所要額を繰り入れる。 収益的収入

児童手当に
要する経費

児童手当に要する経費のうち公費負担相当額
について繰り入れる。

収益的収入
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